右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト
構築・運用保守業務　受託候補者選定要領

（目的）
第１条　この要領は、右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守に係る業務の委託に当たり、業務の目的及び内容を効率的かつ効果的に実現するため、当該業務の受託者として最も適した候補者の選定に関し必要な事項を定め、これをもって業務の品質確保に資することを目的とする。

（受託候補者選定会議の組織）
第２条　受託候補者の選定に関する審議を行うために、右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守に係る業務受託候補者選定会議（以下「選定会議」という。）を開催する。
２　選定会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。
座　長　　右京区役所地域力推進室長
副座長　　同地域力推進室総務・防災課長
同地域力推進室企画連携課長
同地域力推進室まちづくり推進課長
同健康福祉部健康長寿推進課長
同子どもはぐくみ室子どもはぐくみ課長
同京北出張所次長
３　座長は、会議の議長となる。
４　座長に事故があるとき又は欠けたときは副座長がその職務を代理する。
５　選定会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

（被選定候補者の特定）
第３条　選定会議において、企画提案書等を提出した受託希望者のうち、次に
掲げる参加資格を全て満たす者を当該事業の被選定候補者として特定する。
1 　本事業の趣旨を十分に理解し、公益に資する意思を持って本事業に参加する者であること。参加申込書の提出時点で、京都市競争入札有資格者名簿に登録している者又は京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項各号に掲げる資格を有すると認められる者であること。
2 　参加申込書を提出した日から選定結果の通知の日までに、京都市から競争入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑶　委託事業の実施に当たり、許認可や免許等が必要な場合、その許認可や免許等を受けていること又はその見込みがあること。
⑷　自らが提案した企画・運営内容を自らが遂行するのに必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。

（受託候補者の選定）
第４条　選定会議において被選定候補者から提出された企画提案書等を審査の
うえ受託候補者を選定する。
２　被選定候補者から提出された企画提案書等を、別紙「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守に係る業務受
託候補者　選定審査基準」により評価を行い、受託候補者を選定する。

（選定結果の通知）
第５条　京都市は、選定結果を全被選定候補者に対し文書により通知する。

附　則
（施行期日）
この要領は、決定日から施行する。












別紙

右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守に係る業務受託候補者　選定審査基準

１　審査項目及び配点
右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守に係る業務受託候補者選定会議（以下「選定会議」という）は、被選定候補者より提出された提案について、以下の審査項目に基づき評価を行う。
各項目における各審査員の審査結果から算出する合計得点（100点満点）の平均点を審査結果とし、最も順位の高い提案者を受託候補者として選定する。
なお、平均点が６割を下回る場合は、最も高い点数であっても事業予定者としない。
	
	評価項目
	評価内容
	配点

	⑴
	経験及び能力・業務実績
	・他の自治体等におけるまちづくり分野や行政分野のポータルサイトの導入実績等から、業務を適切に遂行する能力が見込まれるか
	10

	⑵
	機能要件
	・右京区のまちづくり活動に係る情報を体系的、効果的に発信できる機能を有しているか
・利用者にとって利便性の高いものになっているか
・独自の工夫や特色がある提案になっているか
・委託者側の入力の手間を減らす工夫があるか
	50

	⑶
	情報セキュリティ要件
	・アクセス制御、不正プログラムやぜい弱性への対策ができるか
・適切に管理する体制になっているか
・セキュリティに関する公的認証規格を保有しているか
	10

	⑷
	運用保守要件
	・ウェブサイトの周知・啓発に関して良策があるか
・委託者側の作業負担を減らす工夫がされているか
・運用保守体制は整っているか
	10

	⑸
	推進体制
	・業務経験が十分な実施体制になっているか
・業務遂行に適切な人員調整・確保が期待できるか
	5

	⑹
	費用
	・費用の上限範囲内での提案となっているか
	10

	⑺
	機能拡張性
	・機能要件のほか、拡張可能な機能があるか、また、その実績を有しているか
	5

	
	合　計
	
	100



